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(57)【要約】
　本発明は、同じ装置内に液体燃料の供給源と気体燃料
の供給源を含むガラス溶融炉のためのバーナーであって
、二つの供給源が別個にまたは同時に操作されることが
でき、バーナーの温度がバーナー内の冷却流体の循環に
より制御されることを特徴とするバーナーに関する。
【選択図】　図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　同じ装置内に液体燃料の供給源と気体燃料の供給源を含むガラス溶融炉のためのバーナ
ーであって、二つの供給源が別個にまたは同時に操作されることができ、バーナーの温度
がバーナー内の冷却流体の循環により制御されることを特徴とするバーナー。
【請求項２】
　炉の室中への空気のための取り入れ導管の出口の近くで蓄熱装置上を通過することによ
り予熱された空気のための取り入れ導管内に配置されていることを特徴とする請求項１に
記載のバーナー。
【請求項３】
　予熱された空気の流れ内に設けられた外側壁が、この空気の乱流を制限するプロファイ
ルを持つことを特徴とする請求項２に記載のバーナー。
【請求項４】
　燃料の供給源が、熱空気流内で下流に面するバーナーの壁の一部の上に設けられた噴射
器を通して熱空気流中に排出することを特徴とする請求項３に記載のバーナー。
【請求項５】
　液体燃料の少なくとも噴射が、バーナーの外側壁内に配置された補強材から発生するこ
とを特徴とする請求項４に記載のバーナー。
【請求項６】
　液体燃料が噴霧流体の助けなしに噴射されることを特徴とする請求項１～５のいずれか
一つに記載のバーナー。
【請求項７】
　液体燃料の供給が、冷却流体の循環から少なくとも部分的に分離されているパイプを介
して実施されることを特徴とする請求項１～６のいずれか一つに記載のバーナー。
【請求項８】
　気体燃料の噴射が、液体燃料噴射の両側に配置されている少なくとも二つの部分で行な
われることを特徴とする請求項１～７のいずれか一つに記載のバーナー。
【請求項９】
　気体燃料の二つの供給源が、液体燃料噴射器と垂直面内に整列された噴射器の上に排出
することを特徴とする請求項８に記載のバーナー。
【請求項１０】
　気体燃料供給源の噴射器が、液体燃料の噴射の軸と収斂するように配向された軸の上に
あることを特徴とする請求項１～９のいずれか一つに記載のバーナー。
【請求項１１】
　少なくとも一つの気体燃料噴射器が、水平方向に開口する楕円形を持つことを特徴とす
る請求項９または１０に記載のバーナー。
【請求項１２】
　実質的に水平面内で延びる炎を発生するために気体燃料の流れが方向及び流速で調節さ
れることを特徴とする請求項１０または１１に記載のバーナー。
【請求項１３】
　ガラス溶融タンク炉内で行なわれる燃焼であって、請求項１～１２のいずれか一つに記
載の少なくとも一つのバーナーが、酸素搬送体の供給源に連結され、その酸素含有量が少
なくとも５０％であることを特徴とする燃焼。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、原料が溶融ガラスの浴の上に排出され、かつ原料を溶融するための炉内の温
度が、バーナーにより生成された炎からの輻射による熱伝達により確保される、ガラス溶
融炉に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　大きなガラス溶融炉における伝統的な装置は、長い炉の一端で原料を装填しかつ他端で
溶融ガラスを回収して精練することである。溶融工程に続いて精練を行なうために、炉を
通る通路の異なる段階で必要なエネルギーに従って、バーナーがタンクに沿って分布され
る。原料を溶融可能にするために上流で最大エネルギーが要求され、精練操作は、好適な
温度が維持されることを要求するだけである。
【０００３】
　経済的理由のため、溶融炉は伝統的に大容量炉である。製造速度は１０００トンガラス
／日のオーダーの値に達することができる。かかる量は、かなりの量のエネルギーが供給
されることを要求し、それは製造費用のかなりの割合を表わす。エネルギー費用を最少に
することができる全ての因子が注意深く考慮される。これに関して、燃料の選択は、これ
らの製品の価格の変動を考慮すると重要な要素である。
【０００４】
　種々の形状構成が問題の炉で使用される。これらの目的は、エネルギーの殆どを燃焼に
より発生させることである。これらの構造は多数の因子に依存し、それらは特に炉の寸法
、バーナーのタイプ、煙霧の制御等を含む。
【０００５】
　現在の大多数の炉では、燃焼は、液体または気体燃料及び空気またはおそらく酸素に富
んだ空気を使用して実行される。本発明はこれらのタイプの操作に関する。
【０００６】
　全ての場合で、溶融操作の経済性は、燃焼からもたらされる煙霧に同伴されるエネルギ
ーを少なくとも回収することを必要とする。酸素搬送体としての空気と共に操作する炉は
、煙霧と接触して置かれる耐火要素を取り付けた塔から形成された蓄熱装置を持つ。これ
らの耐火要素は、煙霧からのエネルギーの一部分を吸収する。貯蔵された熱は、続いて燃
焼で使用される空気を再加熱する役割を果たす。
【０００７】
　通例の方法は、炉の両側にバーナー及び蓄熱装置を配置することである。炎は、炉の一
方の側で、同じ側に設けられた蓄熱装置の上を通過することにより予熱された空気により
発生される。燃焼により発生された煙霧は、炉の活性バーナーが設けられている側とは反
対側に設けられた蓄熱装置の上に向けられる。炉の両側に設けられたバーナーは、約２０
分の時間に渡って交互に活性化される。
【０００８】
　問題の炉において、蓄熱装置から来る熱空気の流れは、耐火壁に形成された開口を通し
て炉中に開口する取り入れ導管（ポート首）を介して導かれる。これらの開口に対するバ
ーナーの位置は、これらの下（「ポート下」バーナー）またはこれらの開口内（「ポート
内」バーナー）のいずれかである。これらの二つのタイプのバーナーの操作の構造及び条
件は、かなり異なることができる。特に、それらのそれぞれの位置は、それらを多かれ少
なかれ厳しい熱条件にさらす。従って、温度が１２５０℃のオーダーにある熱空気取り入
れ開口内の位置は、バーナーが作られている材料に変化を起こすことがあり、この変化は
、バーナーがこの気体流れに沈められているときに一層顕著である。
【０００９】
　同じように、バーナーがさらされる熱条件に基づくバーナーの位置の選択は、燃料の使
用に影響する。液体燃料は特に敏感である。１５０℃のオーダーの温度より上では、それ
らは分解工程を受けやすく、それは特にインジェクターの閉塞を起こすことがありうる。
気体燃料の分解は、通常、４５０℃のオーダーのかなり高い温度でのみ起こる。
【００１０】
　さらに液体燃料（通常は重油）を対象とする場合、温度は、それらの粘度を決定する因
子でもあり、それは噴射法で役割を果たす。実際に、重油は、それらを噴霧可能にするた
めに十分な流動性をそれらに与えるために８０℃～１２０℃に近い温度にもたらされる。
【００１１】
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　燃料の選択は、主に液体燃料（特に重油）と天然ガスのような気体燃料の間である。こ
れらの燃料のそれぞれの価格を別として、それらの使用と関連した他の因子は、この選択
において役割を果たす。それらの燃焼は、同じ状態で起こらず、燃焼の生成物は追加の考
慮を導入するのに十分なほど異なる。従って、液体燃料から発生した炎はすす粒子を含み
、それからの輻射はより容易なエネルギー移動に導くことができる。液体燃料の使用はま
た、一般的に、炉内の燃焼の生成物の滞留時間を改良する短い炎をもたらし、従って発生
されたエネルギーのより完全な移動をもたらす。
【００１２】
　天然ガスは、おそらく液体燃料の費用より低い費用の利点を持つことができる。炎はい
かなる硫黄化合物もほとんど発生させず、それにより煙霧の汚染除去はより容易である。
さらに、燃焼の生成物は水蒸気において富む。炉の雰囲気内の水蒸気含有量は、溶融浴の
挙動に影響を及ぼすことができる。特に、水蒸気含有量の増加は、浴の表面上に泡を形成
させることが多く、この泡は浴中への輻射の浸透を妨げ、かつエネルギー移動を減速する
。
【００１３】
　液体燃料と気体燃料の間の選択は相互に排他的ではない。一方では、述べたように、こ
れらの選択は価格変動と一致して変わりうるが、他方では、同じ炉内に二つのタイプの燃
料のバーナーを配置して炉のあらゆる場所にこれらの燃料のそれぞれの特別な特徴を利用
することが有利でありうる。しかし、二つのタイプの燃料のそれぞれに関する燃料の同時
使用より、問題の二つのタイプで交互にまたは同時に操作できるバーナーを配置すること
は一層有利である。
【００１４】
　「二燃料」バーナーは既に提案されている。これらのバーナーの構造及び操作法は、主
として、バーナーが可能な最も少ない量の窒素酸化物（その酸化物の廃棄は非常に厳密に
規制されている）を発生するように燃焼を制御することに対する関心によって決定される
。このタイプの方法は、例えば刊行物ＦＲ２８３４７４４に記載されている。この文献は
、燃焼状態を改善すると想像される「中空」ジェットの形で噴霧される液体燃料の液滴を
発生する構造を持つバーナーを提案する。液体燃料の噴射は、液体燃料を取り囲む高圧の
かつ回転運動により刺激される気体噴霧流体により達成される。バーナーの温度状態を維
持するための装置は記載されていない。
【発明の概要】
【００１５】
　炉の形状構成が何であれ、そして気体及び液体燃料の割合が何であれ、使用の状態を制
御するために、本発明は、請求項１に規定されたような二燃料バーナーを使用することを
提案する。
【００１６】
　本発明によるバーナーは、同じ装置内での気体及び液体燃料の供給源を組み合わせる。
供給源は互いに独立している。言い換えれば、バーナーを、液体燃料モードだけで、気体
燃料モードだけで、またはまた二つの燃料を種々の割合で組み合わせる混合モードで操作
することができる。
【００１７】
　本発明によるバーナーの操作条件、特に温度条件は、バーナー中に一体化された冷却シ
ステムの使用により制御される。液体燃料の存在は、上に示されたように、一方では、こ
の燃料が十分に流体であり、従って周囲温度より高い温度に加熱されるが、他方では、こ
の温度が、これらの燃料が分解により劣化されるレベルに達しないことを決定する。バー
ナーが所定の温度にさらされると、液体燃料を適切な状態に維持するために、炉中のバー
ナーの位置にかかわらず、冷却操作が必要である。
【００１８】
　冷却システムはまた、バーナー自身を保護することを意図されている。バーナーが作ら
れている金属合金は、炉内に存在する温度で腐食を受けやすい。熱空気供給燃焼にさらさ
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れると、さらに１５５０℃を越える温度を持つ燃焼ガスにさらされると、バーナーの操作
を損いうる。これは、特に熱空気取り入れ導管（それはまた、蓄熱装置への煙霧の排出の
ための導管である）内に配置されたバーナーにおいて当てはまる。この理由のため、「ポ
ート内（ｔｈｒｏｕｇｈ－ｐｏｒｔ）」バーナーは引込み式のものであることが通常であ
る。バーナーが使われておらずかつ燃焼ガスが上述の交互の順序で蓄熱装置に導く導管中
に通過するとき、バーナーは引込められかつ次の交互の順序のために準備される。
【００１９】
　実際に、バーナーの外側壁の温度とこのバーナー内の燃料の温度を少なくとも部分的に
分離することが有利である。壁の冷却は、燃料、特に液体燃料の温度の過剰な低下を導い
てはいけない。液体燃料の温度をできるだけ適切で比較的限定された温度範囲内に保つた
めには、本発明によれば、液体燃料の温度がバーナー内のその通過時に大きく影響されな
いことを確保することが有利である。液体燃料の供給パイプの限定された分離は、バーナ
ー内に配置されることが有利である。この分離は、二重パイプ装置により達成されること
が有利である。供給導管は、上述の冷却にさらされたときにこの供給源をバーナーの残り
から分離する同心パイプ内に入れられる。
【００２０】
　「ポート内」バーナー装置の場合、それは蓄熱装置内の熱空気流にさらされるので、こ
のバーナーが乱流を最少に制限するプロファイルを与えることが望ましい。さらに、燃料
噴射器の近くで乱流を最少にするために、それらをバーナーの外側壁に対して引込められ
ている座部内に配置することが有利である。この配置はまた、熱空気流の噴射ノズルを保
護する利点を持つ。
【００２１】
　噴射器は、明らかに、燃料流が全体として熱空気の循環方向に発生するように向けられ
る。それらはまた、炎が溶融ガラスの浴に実際に平行に発生するように配置されるかまた
は傾斜される。
【００２２】
　液体燃料は、噴霧流体を使用することなしに噴霧されることが有利である。燃料の発射
は、圧力のみの効果及びノズルの調整により達成される。特に、これは、この燃料の使用
による炎の短縮を可能にする。さらに、噴射器に近い雰囲気は、噴霧ガスにより乱されな
い。
【００２３】
　バーナーが混合モードで操作することができるとき、液体及び気体燃料の流れが互いに
干渉しないことを確保することが好ましい。この理由のため、これらの流れは、混合物を
形成するために実質的に平行またはわずかに収斂する同じ方向に放射され、そこで二つの
燃料は単一の炎の形成に寄与する。
【００２４】
　二つの燃料の移動容積はかなり異なることができる。液体燃料の割合が比較的低い場合
には、噴霧された液滴は気体燃料の流れに容易に透過できず、周辺に保持されることがで
きる。満足な混合物を得るために、本発明によれば、気体燃料の噴射を、噴霧された液滴
が少なくとも部分的にこの気体流れ内に保持されるように構成することが有利である。こ
の噴射を達成する一つの方法は、例えば液滴の流れの両側に設けられた少なくとも二つの
噴射ノズルから気体流れを形成することからなる。二つの気体流れは、それらの配合がま
た、これらの流れ内の液滴を分散するこれらの二つの流れ間に保持された液滴の著しい攪
拌を起こすように収斂していることが有利である。
【００２５】
　気体燃料の噴射場所の数は、空間条件及びバーナーの複雑性によって制限されるだけで
ある。気体の二つの適切に調整された噴射は、希望の効果を得るための満足な混合のため
に十分である。
【００２６】
　もし適用可能であれば、炎からガラスへのエネルギー伝達を改善するために炎を溶融ガ
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ラスの表面に平行な面内で広げさせることが望ましいかもしれない。かかる装置は、例え
ば、円形でないが形が楕円形の開口を持つ気体燃料噴射ノズルを使用することにより限ら
れた範囲まで得られ、そこではそれらの断面の最大寸法は溶融浴のそれに平行な面内で延
びる。この平坦流れの形成はまた、気体燃料の流れの収斂により、特にこれらが同じオー
ダーの大きさの速度で動くとき、促進されることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
　本発明は、幾つかの図面に関して以下に詳細に説明される。
【００２８】
【図１】図１は、ガラス溶融炉の主な要素の部分的に破断開放された透視図である。
【００２９】
【図２】図２は、「ポート内」バーナーを持つ炉の一部の透視図である。
【００３０】
【図３】図３は、引込んだ位置のバーナーを持つ図２と同様の図である。
【００３１】
【図４】図４は、図２及び３のバーナーの拡大された透視図である。
【００３２】
【図５】図５は、図４のバーナーの縦断面の詳細である。
【００３３】
【図６】図６は、冷却水の供給及び排出のレベルでのバーナーの断面である。
【００３４】
【図７】図７は、気体燃料噴射リングの透視図である。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　図１に示された炉は、次の主な要素から構成される：耐火材料から作られたタンク１で
あって、その中に原料が左端で排出される。このタンクは空で示されているが、操作時に
は、それは溶融ガラスで満たされる。ガラスは左から右へ流れ、精練領域２上に通過する
。
【００３６】
　このタンクは、囲まれたユニットの一部を形成し、上部は丸天井を形成し、その小部分
３だけが示されている。側壁４は開口５を持ち、それは、耐火材料７でライニングを施さ
れた蓄熱装置と連結する。
【００３７】
　炉は、その縦軸に対して対称的に構成されている。各壁の開口は他の壁の同一開口に面
し、それぞれの開口は蓄熱装置に連結する。
【００３８】
　図２及び３に示された本発明による好適な実施態様では、バーナー９は、蓄熱装置を開
口５に連結する取り入れ導管８内に配置される。
【００３９】
　図２は活性位置のバーナー９を示す。言い換えれば、図３は、対向壁上に設けられた対
称的な開口の方向にガラス浴の表面上に発生する炎を発生するときのバーナー９を示す。
【００４０】
　炎（図示せず）は、バーナー９により燃料を供給され、関連蓄熱装置６の耐火領域７の
上の通過により予熱された空気を供給される。燃焼の生成物は、対向壁上に設けられた開
口５を通して排出され、そこから対応する蓄熱装置中に入る。
【００４１】
　熱空気取り入れ導管における噴射器の配置は、バーナーが開口５の下に配置されている
方法（「ポート下」）とは対称的に、炎が壁にできるだけ接近して発生することを可能に
する。結果として、炉の全幅は炎の発生のために利用可能である。これは、炉があまり幅
広でないときまたはバーナーが主として気体燃料を供給されるときに好都合である。この
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場合の炎は、同じエネルギー容量で実質的により長くなる。熱伝達の低下を避けるために
、炎が一つの壁から他の壁に延びないことが明らかに望ましい。なぜならばこれは、耐火
領域の腐食の増加の追加の不利を持って過剰なエネルギーが蓄熱装置中を通るからである
。
【００４２】
　図３は、引込んだ位置のバーナー９を示す。この位置は、取り入れ導管が煙霧を蓄熱装
置６に向けて運ぶときにバーナーの操作の交互の順序で採用されるものである。
【００４３】
　煙霧の温度は１５５０℃のオーダーであり、従って約１２５０℃に達する燃焼の目的の
ための再加熱された空気の温度よりかなり高い。従って、高い温度のこの流れ内にバーナ
ーを存在させることに起因しうる劣化を防ぐことが特に望ましい。図３の位置中にバーナ
ーを引込めることは、バーナーがかかる劣化に対して保護されることを可能にする。さら
に、バーナーを煙霧の流れ内に維持することは、より強い冷却、煙霧の温度の対応する低
下、従って蓄熱装置内で回収されるエネルギーの一部分の損失を必要とするだろう。
【００４４】
　図４は、本発明によるバーナーの一般的な構造を示す。燃料の全ての供給源は、単一ケ
ーシング１０内に集められ、それは水の循環により冷却される。
【００４５】
　示されたバーナーは、気体燃料のためを意図された二つの噴射器１１，１２を含む。第
三の噴霧器１３は液体燃料のために使用される。
【００４６】
　バーナーは、取り入れ導管８を形成する耐火壁の外側に延び、かつ気体燃料のための供
給パイプ１４，１５及び液体燃料のための供給パイプ１６、及び冷却水の供給及び排出１
７，１８に連結される。
【００４７】
　液体燃料噴射器１３は図示された実施態様に示される。幾つかの別個の噴射器を同じバ
ーナー上に組み合わせることも明らかに可能である。
【００４８】
　本発明によるバーナーでは、液体燃料は、噴霧流体を使用することなしに高圧で噴霧さ
れることが有利である。
【００４９】
　示された実施態様では、液体燃料噴射器１３の供給は、バーナーの中心に設けられたパ
イプ１６により確保される。パイプ１６はパイプ１９と同心である。バーナーの残りとの
熱伝達を最少にするために、特にバーナー内を循環する冷却液体と熱い液体燃料供給パイ
プ１６の接触を防ぐために、パイプ１６と１９の間に一定距離が維持される。
【００５０】
　気体燃料供給を二つの別個の噴射器１１及び１２に配置することを選択する目的は、炎
の制御された配向を可能にすることである。一般的な方向は供給導管８内を循環する熱空
気流によって与えられるが、気体燃料の自然な動力学がこの方向の調整を可能にする。こ
の調整に一定の寛容度を提供するために、図示のように噴射器に二つの異なる配向をそれ
らが収斂するように与えることが有利である。噴射の方向及びガス流速の独立した調節は
、炎の配向を変えるのを可能にする。
【００５１】
　全体として燃焼ガスの循環は炉の一方の縁から他方の縁までである。炎の方向は垂直面
内で変えられる。収斂ガス噴射は、最良の熱伝達を確保するために炎が溶融ガラス浴の表
面に略平行に発生するように調節されることが好ましい。
【００５２】
　本発明によるバーナーはまた、選択された操作条件に依存して、一つのみのガス噴射を
持つことができるか、または噴射器の一つによってのみ操作することができる。
【００５３】
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　図７は、気体燃料噴射器のリング２０，２１の一つを示す。リングは、交換可能であり
、ガスジェットの流速、配向の調整のための、または気体流れを広げる手段に関してさえ
追加の可能性を提供する。従って、図７は、外側壁の軸Ａ－Ａに対して傾斜している外側
壁を示す。同じ方法で、このリングの内側部は、この開口の最も広い寸法における気体流
れの限定された広がりの効果に導く楕円形状を与えることができる。
【００５４】
　図６の断面は、冷却水パイプ１７，１８のレベルで示される。この断面は、バーナーの
ケーシング１０内の異なるパイプのそれぞれの配置を示す。壁２２，２３はバーナーを二
つの半分体に分離する。これらの壁は、バーナーの端部で中断され、２４で一方の半分体
から他方の半分体までの水の通過を可能にする。この配置は、バーナーの全長に渡る水の
循環を強制し、従って全システムが冷却されることを確実にする。
【００５５】
　従って、示されたバーナーは種々の操作方法を提供する。バーナー交換なしで一つの燃
焼方法から別の燃焼方法への転換を可能にする。また、液体と気体燃料を同時に操作して
、これらの二つの燃料の燃料特性から最も良いものを得ることができる。
【００５６】
　述べた操作は、熱空気の使用を含む。特に各バーナーで利用できるエネルギーを増加す
るために酸素富化を使用することもまた知られている。特にバーナーのレベルで付与され
た酸素富化は、気体流れ中の合計５０％酸素を通常越えない含有量で行なわれ、最も多く
は３５％を越えない。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図６】

【図７】
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